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【保険期間】 

 

 

 

【加入資格】   満５０歳６か月（Ｓ５０年１０月１日生まれ）超の方の新規加入・増額はできませんのでご注意ください。 

※三井住友海上火災保険㈱においては、プロフェッショナル社員、スペシャリスト社員、アジャスター社員、アソシエイト社員が対象。 

シニア社員は対象外（退職後継続保障制度の対象）。 

 

【退職後継続保障制度と新規加入の特例】   

退職後継続 

保障制度 

・今後の退職者（定年・会社都合退職者、勤続２０年以上の自己都合退職者）は、退職時（在籍中）にご加入されている方のみ、退

職時の保険金額以下かつ１，５００万円以下で、満７５歳６か月（Ｓ２５年１０月１日生まれ）以下 

まで継続できます。 

・ただし、満７０歳６か月（Ｓ３０年１０月１日生まれ）超から満７５歳６か月（Ｓ２５年１０月１日生まれ）以下は５００万円が限度です。 

・退職後の増額はできません。 

・本制度はご本人のみの継続加入となります。配偶者・お子さまの新規・継続加入はできません。 

新規加入の特例 
・新たに加入資格を取得した時に満５０歳６か月（Ｓ５０年１０月１日生まれ）超でも、入社直後の初回募集（※）に限り加入できます。 

・ただし、継続加入は上記と同様、満７０歳６か月（Ｓ３０年１０月１日生まれ）以下までとなります。 

（詳細は「団体定期（Ｂグループ）保険取扱基準」を参照） 
 ※初回募集は、入社月にかかわらず 1月の本募集のみです。 

 

＜注意事項＞ 

１． 主たる被保険者（ご本人）が加入しない場合、配偶者・お子さまはご加入できません。 

２． 主たる被保険者（ご本人）が脱退した場合もしくは退職し「退職後継続保障制度」に移行した場合、配偶者・お子さまは脱退となります。 

３． 配偶者・お子さまは、主たる被保険者（ご本人）より高い保険金額にご加入できません。 

４． お子さまの加入を申し込まれる場合は、加入資格のあるお子さま全員にお申し込みください。また、保険金額は全員同額となります。 

５． 配偶者および申込日時点で満１８歳以上のお子さまの加入・増額申込みにあたっては、配偶者・お子さま本人の同意が必要です。 

６． お子さまが被扶養者でなくなった場合、継続加入はできません。脱退手続が必要ですので、裏表紙の照会先へご連絡ください。  

７． 新規加入・増額の場合、健康状態に関する告知が必要です。告知の内容によっては、新規加入や増額できない場合があります。 

８． 保険期間の途中では任意に脱退・減額・増額することはできません。脱退・減額・増額をご希望の場合は、申込書類提出締切日までに 

お手続きください。 

 

 

 

 

 対象者 新規加入 継続加入 

主たる被保険者 

（ご本人） 

裏表紙に記載の 

各グループ会社の社員（※） 

満１４歳６か月（Ｈ２３年１０月１日生まれ）超、 

満５０歳６か月（Ｓ５０年１０月１日生まれ）以下 
満７０歳６か月（Ｓ３０年１０月１日生まれ）以下 

配偶者 
主たる被保険者の 

戸籍上の配偶者 

満１８歳（Ｈ２０年４月１日生まれ）以上、 

満５０歳６か月（Ｓ５０年１０月１日生まれ）以下 同上 

お子さま 
主たる被保険者が 

扶養しているお子さま 

満２歳６か月（Ｒ５年１０月１日生まれ）超、 

満２２歳６か月（Ｈ１５年１０月１日生まれ）以下 同左 

・本パンフレットと別途配布（取出し）の「団体定期保険 契約概要・注意喚起情報」を必ず熟読ください。 

・本パンフレットならびに「団体定期保険 契約概要・注意喚起情報」に記載されているこの保険商品の内容（保障内容、保険料等）について、 

ご自身のご意向に沿ったものであるかを必ずご確認のうえ、お申込みください。 

・本パンフレットは重要事項を記載しておりますので、次回更新時まで、「団体定期保険 契約概要・注意喚起情報」とあわせて保管いただきま

すようお願いします。 

・本パンフレットに記載の年齢は、特に説明のない場合、２０２６年４月１日を基準としております。 

 

◆ ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループの福利厚生制度です。 

◆ スケールメリットにより割安な保険料で、万一の場合の保障を準備できます。 

◆ １年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金を受け取ることができます。 

２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日までの１年間です。以後、特にお申し出のない限り、 

制度上の保険金額の範囲内で加入資格を喪失されるまで、自動的に更新して継続します。 

 

Ｓ５０年１０月１日～Ｓ５１年９月３０日生まれの方は、次年度より新規加入・増額ができなくなります。今年度の募集が「ラストチャンス」です。 

－ １ － 

 

こども特約・年金払特約付団体定期保険 
 １月１６日（金） 申込書類提出締切 



【保険料のお払込み】 

 
    
 
【保険料・保険金額】 保険料は、性別・年齢にかかわらず同じです。 

 
 

ご本人・配偶者の１口（保険金額１００万円）あたりの、毎月の概算保険料は、            です。 
下表の口数からお選びください。 
 
＜主たる被保険者（ご本人）＞                              ＜配偶者＞ 

死亡・高度障害 

保険金額 

左欄の保険金の全部を 

１０年確定年金で受け取った場合

の年金額（注１） 

月払概算保険料 

（注３） 

 
死亡・高度障害 

保険金額 

月払概算保険料 

（注３） 

６，０００万円（６０口） 約 ６２１万円 ２８，２００ 円 ２，０００万円（２０口） ９，４００ 円 

５，５００万円（５５口） 約 ５７０万円 ２５，８５０ 円 １，８００万円（１８口） ８，４６０ 円 

５，０００万円（５０口） 約 ５１８万円 ２３，５００ 円 １，６００万円（１６口） ７，５２０ 円 

４，５００万円（４５口） 約 ４６６万円 ２１，１５０ 円 １，４００万円（１４口） ６，５８０ 円 

４，０００万円（４０口） 約 ４１４万円 １８，８００ 円 １，２００万円（１２口） ５，６４０ 円 

３，５００万円（３５口） 約 ３６２万円 １６，４５０ 円 １，０００万円（１０口） ４，７００ 円 

３，０００万円（３０口） 約 ３１０万円 １４，１００ 円    ８００万円（ ８口） ３，７６０ 円 

２，５００万円（２５口） 約 ２５９万円 １１，７５０ 円    ５００万円（ ５口） ２，３５０ 円 

２，０００万円（２０口） 約 ２０７万円 ９，４００ 円    ３００万円（ ３口） １，４１０ 円 

１，５００万円（１５口） 約 １５５万円 ７，０５０ 円  
 

  ２００万円（ ２口） ９４０ 円 

１，０００万円（１０口） 約 １０３万円 ４，７００ 円    １００万円（ １口） ４７０ 円 

  ８００万円（ ８口） 約  ８２万円 ３，７６０ 円  
 
＜お子さま＞  

  ５００万円（ ５口） 約  ５１万円 ２，３５０ 円  死亡・高度障害保険金額 月払保険料 

  ３００万円（ ３口） 約   ６０万円 （注２） １，４１０ 円 

 

４００万円（ ４口） ２８０ 円 

  ２００万円（ ２口） - ９４０ 円 ３００万円（ ３口） ２１０ 円 

  １００万円（ １口） - ４７０ 円 ２００万円（ ２口） １４０ 円 

   １００万円（ １口） ７０ 円 

 
（注１）年金額は、２０２６年１月時点の基礎率等に基づき保険金の全額を年金受取とした場合に据置期間を２か月とした場合の年間受取額（概算）です。  
    実際の年金額は年金支払開始時点の基礎率等により計算されますので将来変更されることがあります。 
（注２）保険金額が３００万円の場合は５年確定年金のみのお取扱いとなります。表記の金額は５年確定年金として計算した１年間の受取額（概算）と 
    なります。     
（注３）確定保険料は加入お申込み締め切り後あらためて算出し適用します。ただし、お子さまの保険料は概算ではなく確定保険料となっています。 
    上記の月払概算保険料は、見込総保険金額、被保険者の見込年齢構成をもとに算出したものです。 

 

 

【配当金】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ＜２０２０年度～２０２４年度の配当実績＞   

被保険者 
更新時の 

保険年齢 

配当還元率（配当金÷営業保険料） 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

本人・ 

配偶者 

～29歳 92.05% 92.30% 91.83％ 91.83％ 91.99％ 

30～39歳 87.33% 88.18% 91.21％ 91.13％ 91.16％ 

40～49歳 66.09% 74.07% 77.13％ 85.61％ 89.48％ 

50歳～ 47.21% 52.91% 55.08％ 68.35％ 79.45％ 

こども 92.05% 92.30% 91.83％ 91.83％ 91.99％ 

 

 

毎月の給与から自動的に引き去りします（第１回は４月分給与から引き去りします）。 

 

１．１年ごとに収支決算を行い、剰余金が生じた場合には配当金をお支払いします。 

２．配当金額は加入者数、支払保険金額の多寡、加入者の年齢によって異なります。したがって、保険期間中のお支払保険金額が多い場合は、

配当金はゼロになることもあります。 

３. 配当金や配当還元率は、加入者数、加入率、支払保険金額の多少、引受保険会社の決算等により、毎年変動しますので、将来のお支払いを

お約束するものではありません。 

４. 保険期間の途中で脱退された方や「退職後継続保障制度」にご加入の方には、配当金はありません。 

４７０ 円 

２０２４年度は 

支払った保険料の 

約７９％～９１％が 

配当金として 

 支払われました。 

－ ２ － 



【解約返戻金・満期返戻金】 

 

 

【保険金受取人】 
 

 

 

 

 

 

【保険金をお支払いする場合】 （主たる被保険者・配偶者・お子さま共通） 

１．被保険者の方が、保険期間中に死亡された場合、もしくは加入日以後に発生した傷害または疾病によって約款所定の高度障害状態の 

 いずれかになられた場合にお支払いします。 

２．約款所定の高度障害状態とは次のいずれかの状態をいいます。 （【備考】もあわせてご参照ください。） 

① 両眼の視力を全く永久に失ったもの 

② 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 

③ 中枢神経系・精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 

④ 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 

⑤ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 

⑥ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 

⑦ １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 

⑧ １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

【保険金の年金お受取り】 年金払特約付ですので、保険金を年金で受け取ることも可能です。 

対象 ・主たる被保険者の保険金（死亡・高度障害）が対象です。配偶者・お子さまの保険金は、一時金でのお受取りとなります。 

受取方法 ・保険金の全額を年金とするほか、保険金の一部を一時金で受け取り残額を年金とすることもできます。 

年金受取人 ・保険金の受取人が年金受取人となります。 

・年金受取人が死亡したときは、その相続人に対し残存支払期間に対応する未払年金の現価を一時金としてお支払いします。 

ただし、年金支払開始前に死亡したときは、死亡時の年金基金の価額をお支払いします。 

年金種類 ・確定年金のみとなります。ご希望により５年単位（５～２５年）で期間を選べます。 

年金額 ・年金額は、基金設定額と受取期間により異なります（左のページの【保険料・保険金額】に一例を掲載しています。 

・年金年額は４８万円以上、年金基金額は２００万円以上であることを要します。 

年金支払の 

開始日、回数 

・年金支払開始日は、年金基金設定日から２か月経過後の所定日となります。「所定日」とは、支払日（２月、５月、８月、１１月の 

各１日）のうち最初に到来する日を指します。なお、年金支払回数は年４回です。 

・将来の年金のお支払いに代えて未払年金の現価を一括でお受取りいただくこともできます。 

配当金 ・年金払特約の契約者配当金は、毎年の運用状況に応じて見直しますので、配当金はゼロとなることもあります。 

※２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日に発生の年金支払いについては、三井住友海上あいおい生命保険（株）の１００％扱いとなります。 
※団体定期保険年金払特約にかかる各種利率については、三井住友海上あいおい生命保険（株）のホームページにてご確認ください。 
  （URL：https://www.msa-life.co.jp/customer/info/index.html） 
 

【備 考】 
１．常に介護を要するもの 
  「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、 
  常に他人の介護を要する状態をいいます。 
２．眼の障害（視力障害） 

(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。 
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 
(3) 視野狭さくおよび眼瞼（がんけん）下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 

３．言語またはそしゃくの障害 
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。 
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合 
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合 
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合 

(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは流動食以外のものは摂取できない状態でその回復の見込のない場合をいいます。 
４．上・下肢の障害 
  「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢におい
てそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、
回復の見込のない場合をいいます。 

この保険契約には、脱退による解約返戻金や、満期返戻金はありません。 

 

１．死亡保険金受取人は、配偶者、子（子が死亡している場合にはその直系卑属）、父母、祖父母、兄弟姉妹の順に指定があるものとします  

  （申込書上で指定する必要はありません）。 

２．なお、特に指定したい場合は、「加入（更新・脱退）申込書兼告知書」に受取人氏名と続柄を記入してください。ただし、お子さまの死亡保険金 

  受取人は、主たる被保険者（ご本人）となります。 

３．高度障害保険金受取人は被保険者となります。 

４．遺言による保険金受取人の変更は、お取り扱いしていません。 

－ ３ － 



【保険金をお支払いできない場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
【本制度の対象となるグループ会社】 （グループ会社名は、２０２６年１月１日時点の名称です。対象となるグループ会社は変更することがあります。） 

 
 
 
 
 

 
  
【引受保険会社および引受割合】 
 

 

 
 

【個人情報のお取扱いについて】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

                                                                                             

・ この保険の運営にあたっては、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱および本制度の対象となるグループ会社は、加入対象者 
  （被保険者）の個人情報（氏名・性別・生年月日・健康状態等、以下「個人情報」といいます。）を取扱い、本契約の引受保険会社（共同取扱会社を 
  含みます。以下同じ。）へ提出いたします。 
・ ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱および本制度の対象となるグループ会社は、この保険の運営において入手する個人 
  情報を、本保険の事務手続きのために使用いたします。 
・ 本契約の引受保険会社は、受領した個人情報を各種保険契約の引受・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、その他保険に関連・付随する 
  業務のために利用し（※）、また、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱および本制度の対象となるグループ会社、他の引受 
  保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。 
  なお、今後個人情報に変更等が発生した際にも、引続きＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱および本制度の対象となる 
  グループ会社および引受保険会社において、それぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。 
・ 記載の引受保険会社は今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。 
  （※）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用 
     目的が限定されています。 

次のような場合には、保険金をお支払いできませんので、お申込みに際し、特にご注意ください。 
(保険金額を増額された場合、その増額部分については、下記の「加入」とある箇所を「増額」と読み替えて適用します。） 
１．死亡保険金が支払われない場合 

(１)加入日から１年以内に被保険者が自殺したとき 
(２)保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき 
(３)戦争その他の変乱によるとき（注） 

２．高度障害保険金が支払われない場合 
(１)保険契約者、被保険者または高度障害保険金受取人の故意によるとき 
(２)戦争その他の変乱によるとき（注） 
(３)加入日前に生じた傷害や疾病を原因として約款所定の高度障害状態となったとき 

３．告知義務違反による解除 
ご加入の際、保険契約者または被保険者が、引受保険会社が書面で求めた告知事項に関し、故意または重大な過失により告知欄に事実を記
載されなかったか、事実と異なることを記載され、保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が解除されたとき 

４．重大事由による解除 
次に掲げる事項（「重大事由」といいます。）のいずれかが、保険契約者またはそれ以外の者によって生じ、この保険契約の全部またはその
被保険者に対する部分が解除となったとき 
(１)保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いませ

ん。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をしたとき 
(２)保険契約者、被保険者または高度障害保険金受取人が、この保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で

事故招致（未遂を含みます。）があったとき 
(３)この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があったとき 
(４)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次の①から⑤のいずれかに該当するとき 

①暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社
会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること 

②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められること 
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること 
④反社会的勢力により団体もしくは被保険団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な
関与を受けていると認められること 

⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 
(５)上記(１)～(４)に掲げる事項のほか、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契

約の存続を困難とする上記(１)～(４)に掲げる事項と同等の重大な事由がある場合 
なお、すでに保険金等をお支払いした後にこれらの事実が判明した場合には、引受保険会社はその返還を請求することができます。 

５．不法取得目的による無効 
保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもってこの保険契約の被保険者として加
入し（させ）、保険契約者による場合は保険契約の全部が、また被保険者による場合はその被保険者に対する部分が、無効となったとき。
この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 

６．詐欺による取消 
保険契約者または被保険者の詐欺によりこの保険契約の被保険者として加入し（させ）、保険契約者による場合は保険契約の全部が、また
被保険者による場合はその被保険者に対する部分が、取消となったとき。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 

（注）戦争その他の変乱によって死亡（約款所定の高度障害状態に該当）した被保険者数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保
険会社が認めた場合には、その程度に応じ、死亡保険金（高度障害保険金）を支払いまたは死亡保険金（高度障害保険金）を削減して支払います。 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱（保険契約者）、三井住友海上火災保険㈱、三井住友海上キャピタル㈱、 
三井住友海上エイジェンシー・サービス㈱、ＭＳ＆ＡＤスタッフサービス㈱、エーシー企画㈱、ＭＳ＆ＡＤシステムズ㈱、ＭＳ＆ＡＤ事務サービス㈱、 
ＭＳ＆ＡＤビジネスサポート㈱、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研㈱、三井住友海上プライマリー生命保険㈱、三井ダイレクト損害保険㈱、ＭＳ＆ＡＤグラ
ンアシスタンス㈱、ＭＳ＆ＡＤアビリティワークス㈱、三井住友海上あいおい生命保険㈱ 
 

 ・ ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱、三井住友海上火災保険㈱ 社員の方      メールはこちら＞＞ 

三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社 （営業推進部 団定Ｂ担当）TEL：03-6272-9739 E-mail A6B10_BG@ms-ins.com                      

・ その他グループ会社社員の方  各社 人事総務 
※三井住友海上エイジェンシー・サービス㈱はＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループの団体定期保険Ｂグループの運営業務を受託しています。 

※「新しい生活様式」を踏まえ、在宅勤務・オフピーク通勤等を実施しています。お問い合わせは、メールでお願いいたします。 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社    ５７．８％ ＜事務幹事会社＞ 
住友生命保険相互会社   ２１．３％    大樹生命保険株式会社   １４．６％   日本生命保険相互会社   ６．３％ 
上記引受保険会社は各被保険者のご加入保険金額のうち、引受割合による保険契約上の責任を負います。 
引受保険会社および引受割合は変更することがあります。上記の引受割合は２０２６年１月１日時点のものです。 

2025-Ｄ-0650 (2025.12.1‐2027.3.31) － ４ － 


